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序． 本研究の意図と方法

　

第１次世界大戦と第２次世界大戦の２つの世界大戦に挟まれた両大戦間の１９２０一３０年代の２０年

間に提起された教育制度の統一化をめぐる問題は， 第２次世界大戦後の教育制度の基本的な問題群

を構成している．
「２０世紀は， 児童の世紀」と表現するならば， このアナロジで教育制度の大きな動

向を表現するなら 「２０世紀は， 統一学校の世紀」 であると言えよう．

　

このことは， 義務教育制度の確立以降， 第１次世界大戦後に急速に教育の機会や領域の拡張によ

って観察されるものである．特に第１次大戦以降に急速に教育制度の本格的な改革運動が生起する．
イ ギリスの 「すべての者に中等教育を」（ｓｅｃｏｎｄａｒｙｅｄｕｃａｔｉｏｎｆｏｒａｌｌ） を求める運動やドイツとフ

ランスを筆頭とするヨーロッパで華々しく展開された統一学校運動（１は， 現代教育制度を支える思

想的遺産として， 後世の教育改革に多大な影響を与えるものとなった． この意味で中等教育の改造

を中心としつつも， それを含むより大きな教育制度全体の改革を求める運動の提起した諸問題は，

第２次世界大戦以降の現代教育制度の根幹的問題を提起している， と見ることができる． 現代教育

制度改革にあっても， なお近代の市民社会の教育要求である 「教育の自由」 や 「教育の平等」 を求

める国民の要求には根強いものがあるし， あるいは知育中心の教育観から全面的発達を求める教育

観の転換，そのことによる学校観の転換は，単に１９７０年代以降の現代社会の固有な教育現象として

とらえることのできないものがある． むしろ， 現代教育制度の諸課題の自覚は， 両大戦間の教育制

度改革論争にあったのである．

　

第１次世界大戦後の教育制度改革論争の中心的なモチーフは， 統一学校 （１’さｃｏｌｅ

　

ｌｌ

　

皿ｉｑｕｅ，
Ｅｉｍ］ｅｉｔｓｃｈｕｌｅ） の実現にあったと言えよう． しかしこの統一学校の意味が明確であった ドイツのそ

れに比較して， 両大戦間で展開されたフランスの統一学校運動下の統一学校の理念には， 一義的な

解釈を許さない統一学校反対運動が執勘に展開されていた．
（２）とりわけフランスで統一学校運動の

創始者とも言えるコンパニョン協会の統一学校論は， 当初の国民教育の創造のための新しい教育理

念， 教育制度， 教育内容・方法などの広範囲にわたる教育改革の提起を含むものであった． 当初よ

りそれに批判的な統一学校反対者の批判が加えられるたびに，
（３）あるいは教育制度改革を求める者

の独自の改革の理念と方向性が多極化するほどに， 統一学校の解釈を一義的に決定することが困難

となった． 当時，
「頭の数だけ， 異なるイメージがある」（４｝と言われたことは， けして大げさな表現

ではないのである．

　

ところで， 両大戦間フランスの統一学校問題を中心とする教育改革の政策と運動の政治力学的な

展開を研究したアメリカのタルボット （ｊ‐Ｔａｌｂｏｔｔ） の研究をのぞけば， 本国フランスにおいても，

またわが国の先行研究でも， 両大戦間フランス統一学校論の研究は， 必ずしも十分に行われている

とは言えない状況にある．
（５）そこで， 筆者の両大戦間フランス統一学校論研究｛６｝の意図と方法を述
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べ， 次に本稿の課題と分析素材を述べよう．

１． 両大戦間フランス統一学校論研究の意図と方法

　

フランスの両大戦間統一学校論といえば， 一般には先行研究において， 第１次大戦直後のコンパ

ニョン協会の理論や１９３６年のゼイ改革案が評価されるに過ぎなかった．
｛７｝確かにこの２つの統一学

校論は， 前者は統一学校理念の生成をもたらし， 後者はコンパニョン統一学校論を継承して第２次

大戦後のランジェヴァン計画案を生み出す素地をつくったものと見なされている． 筆者も現代フラ

ンス統一学校論の理念史の面で，このような評価は妥当性を欠くものではない，と考える．しかし，
すぐれた理論を提起した教育団体や有能な文相の卓越した見識で 「統一学校理念」 をとらえること

は，
「統一学校問題・の一断面をみることはできても， 統一学校論が社会的に受容される， 定着して

いく過程を見る上では， 必ずしも十分とは言えない． なぜなら， 両大戦間の統一学校論を巡る論争

には， 統一学校の理念とその理念から論理的に帰結する教育体系の統一化， 選抜・進路指導， 教養・

教育課程， 授業料無償， 教育行政などの教育制度を構成する各領域で， 異なる解釈とそれに由来す

る厳しい緊張関係を見たからである． その緊張関係は， 統一学校推進論においても， また統一学校

反対論においても， 見られるものであった． 統一学校論争は， まことに錯綜する論争であったと言

うことができる．
（８）このことは，両大戦間フランスにおいて多様な論理構造を有する統一搭校構想が

存在していたことを意味する．

　

そこで， 両大戦間に提起された統一学校諸論の全体構造の解明することが， 重要な意味をもつ．
なぜなら両大戦間フランスにおいて提起された多様な理論構造を持つ各種の統一学校論は， 現代フ

ランス教育制度改革の諸問題を提起した歴史的かつ理論的出発点であり， そこで提起された統一学

校をめぐる教育制度上の問題群は， 現代教育制度改革論の教育制度理論の基礎を構成しているから

である． 現代教育制度改革の出発点としての位置を占める統一学校諸論には， 位相を異にする多様

なベクトルが存在していた． その全体構造を解明することが， 筆者の両大戦間フランス統一学校論

研究の目的である．

　

両大戦間の統一学校論の全体構造を構成している個々の統一学校論の位置と意義を確認するため

には， その評価の基準となるべきオーソドックスな統一学校論を設定しておくことが必要である．

ここで急進党の統一学校叉論がその位置を占める． 両大戦間の多様な統一学校論の定性分析のリトマ

ス紙の役割を急進党統一学校論が果たすのである． 別の表現をするなら， 急進党統一学校論を座標

軸の原点に据えることによって， 多様な統一学校論の位置を確認することができるのである．

１１． 本稿の課題と分析素材

　

１． 本稿の課題

　

先に筆者は， 両大戦統一学校論が多義的な解釈をもちうるものであった， と述べた． その多義性

は， 統一学校の目指す理念の多義性でもある． したがって統一学校論の理念の多義性を解明するた

めに， 本稿では， 統一学校を教育政策の基幹的な課題であるととらえてきた急進党の統一学校論の

理念を分析することを課題とする．

　

ところで， 従来の先行研究では， この点で， タルボットの研究を除けば， 急進党の統一学校論は

体系的に分析されることもなく， したがってこれを統一学校論研究の中で位置づけられることもな

かった． さらに先行研究で使用されてきた史料は， 全体として， 必ずしも１次史料に基づくものと
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は言えず， この史料的な限界とともに， それに由来する統一学校論解釈の不充分さ， さらには， 統

一学校論研究の課題意識も，
「現代教育制度改革の出発点としての統一学校問題」 という明確な分

析（９｝が十分におこなわれてこなかった恨みがある．

　

また， 急進党の統一学校論を分析したアメリカのタルボットによるすぐれた研究書でも， 政治過

程における統一学校＝教育改革の政治構造上の力学的な意味づけの点ですぐれた分析が行われては

いるものの， タルボットの関心は教育改革のダイナミズムに集中し， 教育制度改革論としての理論

的分析は見られない．

　

タルボットによれば， 両大戦間の急進党の統一学校政策は， 必ずしも統一学校運動の中で理解さ

れてきた教育改革の理念を十分に反映するものではなく， 統一学校の支持勢力と反対勢力の妥協の

産物であり， それはフランス革命以来の急進主義を放棄してしまった急進党の性格それ自体に由来

するといわれる． この時期には， 社会革命の主張と結合して統一学校解釈を支持するもの， あるい

はそれへの反対の立場からの統一学校批判勢力との妥協の上で， 急進党は， 党の延命策として 「統

一学校の実現」 を選挙スローガンに掲げ， いわば選挙目当ての政策に過ぎなかった， という訳であ

る．
（１０）このような解釈は，当時の著名な文芸評論家であるチボーデ（Ａ．Ｔｈｉｂａｕｄｅｔ）にもみられる．

（１１）

果して， このような解釈で統一学校の道を探求する諸施策が説明できるのであろうか． 小学校とり

セ基礎学級の統一問題， 中等教育の改造問題， 中等教育の無償問題， それと抱き合わせの形で提起

された入学者選抜問題， ゼイ改革として知られる進路指導の組織化の問題など， いずれも急進党政

権のもとで， あるいは急進党文相の手で提起され， あるものは実施されるのであったからである．
したがって， フランス共和主義の教育理想としての 「統一学校」 解釈の実像は， 両大戦間において

は， 基本的に急進党のそれで示される， と筆者は考える．

　

筆者は， すでに急進党が統一学校論を１９０１年の結党から時を置かずに党是（１９０７年党網領）とし

て位置づけていた点に注目し， コンパニョン協会の統一学校の主張に先立つ第１次大戦以前の統一

学校論として， その分析を行った．
（１２）そこで本稿では， 両大戦間の急進党の統一学校の課題意識を

反映する， 下院 「公教育予算委員会報告」 を素材に 「統一学校の理念規定の展開」 を解明すること

を課題とする． 統一学校の部分的実現が進展する過程で， 統一学校の理念規定は，制度化の課題が

明確になるほど， その理念の内実が明らかになる． すなわち課題が具体的になれば， 理念の内包が

鮮明になる． そこで本稿は， 両大戦間のフランス統一学校論の歴史的な全体構造を解明する研究の

基礎作業として， 急進党の統一学校の理念の展開を分析することに限定する．

２． 本稿の分析素材

　

本稿で分析の素材とする下院「公教育予算委員会報告書」は， 正式には，
「１９００年執行の一般予

算を作成する法案を検討することを任務とする財政委員会の名において行われた報告（公教育）」と

呼ばれるものである （本稿では， 以下， 簡便に，
「公教育予算案」 を作成する財政小委員会を，

「公

教育予算委員会」と呼び， その報告書を「公教育予算委員会報告書」と呼ぶことにする）． 予算案作

成の過程は， 一般に， まず各省毎に政府原案が作成され， これに対して， 財政委員会内に各省庁毎

の予算案を作成する小委員が設置され， 政府原案に比較して， 事業の必要上， 政府原案に増額ない

し減額要求を提案理由を付して， 議会本会議に 「財政委員会の財政法案」 として上程される． 議会

では 「財政委員会の財政法案」 が審議される．

　

ここで重要なことは， 法律案に添賦される 「提案理由」 が慣例により委員長が責任を持って， 自

由に起草する点である．教育改革の遂行との関連で，公教育予算案が作成されることを考えるとき，
公教育予算委員会の予算案の提案理由は， 委員長の教育認識， 教育改革の必要性の認識を示すもの
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であると考えることができる． また， 予算委員会は， 上下両院に設置されているが， 民意を反映し

やすい下院の予算委員会がここでは重要である．

　

ここで分析の素材とするのは，１９２５一１９３２年度の８年間の下院の「公教育予算委員会報告書」で

ある．１９２５年度報告書は， 急進党が１９２４年の総選挙で統一学校の樹立を公約に掲げて勝利を収め，

エリオ（Ｅ．Ｈｅｒｒｉｏｔ）を首班とする左翼連合政権が樹立された年に作成されたものである．１９２５年度

公教育予算委員会報告書を作成した予算委員会委員長デュコ （Ｈ‐Ｄｕｃｏｓ・急進党） は， 報告書 －－

以下これをデュコ報告とする －－ の冒頭で統一学校の理念を大々的に語る．爾来， デュコは，統一

学校の実現を目指す各種の情報を満載した報告書を１９３２年度予算案まで作成し続けるのである．８

年間に及ぶ急進党出身の委員会委員長の起草した統一学校の実現に向かう意思は， この一連の報告

書に描かれていると見ることができる． したがって急進党の統一学校実現の課題意識を反映した公

式文書として， デュコ報告を位置づけることができるのである‐
（１３｝

　

デュコ報告のもう一つの特徴を挙げておこう． デュコ報告は， 統一学校反対者の一人から， 本来

の予算委員会報告を逸脱して，
「下院を利用して，公教育予算案を統一学校のための真の講座に変え

てしまった」（１４）と言われる． すなわち， 公教育予算委員会報告書は， 統一学校のプロパガンダであ

る， というのである． 確かにこの批判は， 当たっている． デュコは， 各年次の報告書の冒頭におい

て， 統一学校の論議や制度的な進捗状況を詳細に言及している． さらに前年の報告書作成以後の国

の内外に見られた教育改革やそれを巡る論議の動向を詳細に紹介し， 統一学校を推進する論議のみ

ならず， 統一学校に反対する論議にも等しく目を向け， それへの批評や評価を同時に行っている．

デュコがそこで取り上げている論議にも， あるいは取り上げられていない論議にも， 急進党の統一

学校の課題意識が反映している，と見ることができる．この点もその特徴として指摘しておきたい．

デュコは，
「私は， 完壁な書誌学者であることを自慢しているのではない」｛１５｝と言いつつも， 報告書

に盛られた教育改革を巡る各種の議論の紹介は， フランスの教育史家プロスト （Ａ‐Ｐｒｏｓｔ） が 『フ

ランス教育史

　

１８００一１９６７』 において， デュコ報告を 「詳細なドキュメントである」
（１６）として， そ

の資料的な価値を指摘している程に実に示唆に富むものである． しかし， デュコ報告はこれまでの

内外の先行研究において， 急進党統一学校論の分析の素材として一度も取り上げられることがなか

った．

ｍ． デュコ報告にみる統一学校の理念規定の展開

両大戦間フランスでの統一学校論議は，１９１８一１９年のコンパニョン協会による「統一学校」を核

心に据えた 「新教育制度」 の樹立を求めるアピールにより， 本格的に始動する． しかし大戦後に成

立した「国民団結政府」は， 統一学校の主張には冷淡であり， 当時の文相ベラール（Ｌ．Ｂるｒａｒｄ）は，

古典教育重視の中等教育改革を断行して， 統一学校の要求とは正反対の施策を採った．
（１７｝したがっ

て，１９２４年の急進党政権の誕生は， 教育改革の方向を逆転させ， 統一学校の実現が間近である， と

期待させる政治的環境を産み落とした． 急進党の文相アノいミールが公教育省に 「統一学校を実現さ

せるための施策を検討する委員会」（公教育省統一学校委員会）を設置したことも， 急進党の統一学

校実現を目指す意気込みを示すものであった．
（１８）

　

この年から始まるデュコ報告は， このような統一学校の実現を目指そうとする教育改革への熱意

に支配された環境の中で作成された． 急進党の党首エリオが組閣に際して行った施政方針演説で，

統一学校の実現が間近であると受け取った統一学校反対者が多かった． 当時の統一学校問題の一つ

は， 初等教育系統の小学校と中等教育系統のりセ・コレージュ付設基礎学級の２元的制度を解消す
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るために， 基礎学級を廃止することが課題である， と考えられていた． これに対して， たとえば，

教育専門誌の一つ，
『教育評論』（ＲｅｖｕｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔａｉｒｅ）で， 中等教育系統の基礎教育を担ってきた

りセ付設基礎学級教員を代表して， ビュイヨ （Ｖ．Ｂｏｕｉｌｌｏｔ） は， 統一学校制度の中で， 基礎学級が

存続する条件を提示しつつも， 基礎学級の果した固有の役割をつよく訴えて， 間近に迫った統一学

校制度のよって立つ理念を徹底的に批判するのであった‐ その批判点は， 既存の中等教育制度が特

定の社会階級に有利であり， 階級の再生産としての教育制度という批判が誤解であるという点， 中

等教育を選択することは大革命の精神である親の教育選択の自由の一環であるという点， 教育の平

等の理念を実現するためには，
「教育の国家独占」の樹立が避けられず， これでは大革命の自由の精

神に反するという点を論拠とした統一学校批判の論理を展開した．
（１９）このように，

「フランス革命の

自由の精神に反する統一学校」 という統一学校批判論が１９２４年の時点にすでに提起されていた．

１

　

統ー学校構想、の源流としてのコンドルセ公教育構想

　

１９２５年の報告で， デュコは， 第一次大戦後の国家再建のためには， 新たな国民教育の樹立が必要

であることをその冒頭で強調している． 公教育の再建と言うよりも， むしろ問題なのは， 国民全体

が国家の再建に協力できる教育体制の樹立こそが肝要である，という訳である．このような指摘は，

コンパニョン協会が 「新しい教育体制の樹立」 を求め， そのもとで教育改革の基本に統一学校を位

置づけた論議と酷似している． しかしそれ以上に， デュコが国民教育の新しい姿として素描してい

たのは， フランス革命期のコンドルセの公教育構想であったのである． デュコは， 公教育は社会の

義務であるとして， コンドルセが立法議会に提出した報告書の冒頭の文章を長く引用し， コンドル

セの提起した 「小学校－中学校－アンスティチューリセー国立学士院」 という教育体系構想を想起

して，
「われわれが望んでいる新しい教育体制」， 樹立すべき国民教育制度の基本は， このコンドル

セの構想にすでに描かれている， と評価した． そして， このコンドルセ構想はいまだ実現していな

いものと断言したのである‐
（２０）

▲

　

ここから明らかなように， デュコは， 統一学校の生みの親としてコンドルセの教育体系構想を位

置づけたのである． ただしここで， コンドルセの構想との違いを指摘している点も実は重要な論点

となることを指摘しておきたい． すなわち， その相違点は， コンドルセが教育体系を４段階に編成

することを提案していたのに対して， デュコは， それを３段階に編成すべきである， と提起した．
その構想によれば， 教育は， ３段階によって編成され， 第１段教育－第２段教育－第３段教育とい

う， いわばこの３つの教育段階が， 言葉の新しい意味で 「初等教育－中等教育－高等教育」 を構成

するものと考えていた． この点から， デュコ報告の統一学校理念とは， 教育を段階概念に基づいて

組織する原則に他ならなかったのである． デュコ報告に示されたように， 急進党が統一学校の理念

の起点を大革命期のコンドルセの公教育構想においていたこと以上のことから明らかであった．

　

しかし， デュコは， なぜコンドルセに統一学校の理念を求めたのであろうか． この点は，
「教育の

前での平等」という平等主義の配慮に基づくものであった． デュコは， 教育の平等（「教育の機会均

等」）の観点から， 既存の公教育制度の社会階級的優位性の支配をその認識の基礎に置いていたので

ある．１９２５年度報告及びそれ以後の報告でもたびたび，
「生まれ＝親の財産という偶然性に子どもの

教育が左右されている」 とか， あるいは 「国の発展に不可欠な国民の資源の未活用」 状態というよ

うな認識が披露されていた． このことは明らかに第一次大戦以前に急進党が作成した 「子どもの教

育の前での平等を樹立することを目指す法律案」 の 「主旨説明」 でも表明されていた観点と同一の

ものである． したがって， 社会階級に対応した教育体制から， 能力と業績に基づく子どもの教育選

択を許容する新たな教育体制の樹立こそ， 統一学校の理念と目されていたのである． このように解
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すると， 急進党の統一学校論は公教育の開放性を求めたコンドルセの公教育論を継承しようとする

ものであり， 親の教育選択の自由よりもむしろ子どもの能力に応ずる教育選択を可能とする体制の

樹立を課題としていたことが明かである， と言えよう． 教育の自由と平等の両立を求めるフランス

革命期のコンドルセ公教育構想の中で， デュコは， 教育の平等要求を統一学校論として継承しよう

としたのであった． そして，１９２４年の時点で， デュコの世論として要求されていた統一学校に対す

る認識は， 次の諸点できわめて明確であった．

２

　

第１次大戦直後の 「統一学校」 理念の解釈

　

デュコは，コンドルセの公教育構想を引用した１９２５年報告で，教育体系編成における教育段階論

として統一学校を解釈する立場を示す一方で， 統一学校を教育の第１段階での統一化に限定する考

え方を前面に押しだした． すなわち， リセ・コレージュの基礎学級と小学校の統一化である． この

ことは， デュコの引用する統一学校の定義に窺うことのできるものである． デュコは， 次のように

第１次大戦後の 「統一学校」 の理念的系譜を示した．

　

「統一学校創設案は， エリオや， パンルベ， フェルデイナン・ビュイッソンといった人たちの政

党の論争の中で行われた政治家たちに支持されているばかりではなく， ルミールのような， 自主独

立の精神の持ち主によっても， またコンパニョンといういかなる政治集団とも結びつきを持たない

ような著作家たちによっても支持されていること， 要するにきわめて簡明な理念の周りに結集こと

を望み， 時代の必要を自覚し， もっとも活動的でもっとも多様な知性たる全共和派の共通の遺産に

今日属しているすべての人たちによって支持されていること， このことを記することは， 利益のな

いことではないと信じます．」
（２１）

　

デュコは， ここでとくに１９２２年１２月６日の下院予算委員会の審議で， ルミール（Ｌｅｍｉｒｅ）が行

った統一学校に関する演説を長く引用して， それを支持した． ルミールの演説では 「統一小学校」

（１’きｃｏｌｅｐ貢ロｌａｉｒｅｕｎｉｑｕｅ） 支持論が展開されていた‐ ルミールは言う．

　

「私は， 統一小学校ヌの支持者であります． それによって， 初等教育の独占を意味するものではな

く， 非常に広範囲に共有されている希望－－すべての初期年齢の子どもたち， すなわち５歳から１２

歳の学校に通っている者が， 人生の初期に， もし親が望むのであれば私学で， 他の子どもたちは公

立学校で同じ施設に集められ， 同じ教授要目を学ぶということを意味しているのであります．」
（２２｝

　

ルミールは， その演説で統一小学校必要論を次の５つの観点から強調した．第１に，
「人生の全過

程において自己をもっともよく愛するために， この時期に自己を知ることに利益を持つ子ども自身

のために．」 第２に，
「学校叉の利益のために－－それは確実な条件において， すべての家庭の子ども

が互いに出会うときに， もっともよく維持されるであろうからであります．」 第３に，
「なにがしか

の社会階級以下のものであると見なされるべきではない」教師の名誉のために． 第４に，
「教授要目

をよりよく適用するために．」 最後に，
「とりわけ， 祖国の幸福のために． なぜなら， 共和制， 民主

主義－－もしわれわれがそれが現実することを望むのであれば一一は， 子ども時代から民主的でな

ければなりません． われわれが埋めようと望んでいる溝が掘られているのは子ども時代にあるので

すから， その溝が埋められる時， すべての子どもたちは， 我が祖国とわれわれの時代を愛するであ

りましょう．」
（２３）

　

このようなルミールの演説を引用した後，デュコは，
「国民の唯一の利益－－それは正義の利益に

合致する一一に導かれたものである」として， ルミールの演説の最後の部分を引用した．
「ですから

私は， 統一小学校を要求いたします． なぜなら， フランスのすべての息子たちが一人の初等教諭，

一人の女教諭の手で育てられること， 子どもは一種のカースト的な特権のなかに早期に投げ込まれ
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ないこと，われわれとは異質の未来に盲目的に進まないようにすることが肝要であるからです‐」
「祖

国に関するミシュレの賞賛すべき文章－－ミシュレの言う祖国， それは母のごとくすべての子ども

に向かい， 子どもたちを接近させるすべての者に子どもたちを尊敬するように乞い願い， 同じ優し

さで子どもたちを包み込み，同一の教育で子どもたちを結合するものであります．もしわれわれが，

この文章を目にしたのであれば， 諸君の誰に対しても， 祖国と子どもへの愛を確信させるのに十分

であります．」
（２４）

　

ルミールが演説で行った統一学校の定義とは， 以上のように， ミシュレが 『民衆』 の中で要求し

ていた「共通小学校」であり， それによって，
「すべての子どもが同じ椅子に座って子ども時代から

民主主義を学ぶこと」， このことにより「子どもの利益， 学校の利益， 小学校教師の尊厳の利益， 教

育課程上の利益， 国家・社会の利益」 を保障できるというものであった． 一言でいえば， 急進党が

依拠するのは， ミシュレの 「フランス同胞愛」 の習熟の場としての統一学校の理念である． この点

もまた， 第１次大戦前の急進党による国民教育改革法案に明記された統一学校の理念規定の再現で

ある．
（２５）

　

統一学校の制度的理念を 「統一小学校」 に限定するデュコの考え方は， コンパニョン協会のアル

ベール・ジラール （Ａ１ｂｅｒｔＧｉｒａｒｄ） の主張を引用することでいっそう明かである． ジラールは言う．
「われわれが対象とする子どもはブルジョワの子どもでも民衆の子どもでもありません． ただ子ど

もがいるだけです． 余りにも早く分化を設けたいと望むことは， 社会的不正であるとともに教授上

の謬りです． この統一的教育のためには， リセに特別の教授を置くことは無用です． 初等教諭がそ

こで位置を占めるべきです． リセの基礎学級教授というカテゴリは廃止されるべきです． われわれ

は， 既特権を暴力的に攻撃することを考えているわけではなく， 不正を止めることをただ要求して

いるだけなのです」（２６）と． デュコが「統一学校」 理念を小学校での基礎教育の統一化を中心にとら

えていたことは明かであったし， この立場が急進党の党是でもあった．

　

さらにこの点に関連して， デュコは， ２つの批判に対して， 反論を加えるのであった． そのひと

つは， 統一学校に批判的な新聞タン紙 （ｌｅＴｅｍｐｓ） が「統一学校は， デマゴギによる民衆に用意さ

れたプロクルステスの寝台に過ぎない」 という 「統一学校理念のデマゴギ」 批判という右翼勢力か

らの批判， さらにデフュレーヌ （ＰｉｅｒｒｅＤｕｆｒｅｒｍｅ）の「ブルジョワ階級の利益のために， 民衆の子

どもの中から最良の者を系統的に選び出すこと」 を目指すものであるとする批判も， いずれも当た

らないとする．
｛２７｝

　

１９２６年度報告において， デュコは，
「統一学校叉」という言葉の暖昧さを指摘する世論 －－たとえ

ば，
「国民団結政府」下の文相であったベラールの「都合の良い暖昧さは， その浸透力と無縁ではな

い． 何百人という専門家以外の人たちが， ほとんど一致して統一学校についての意見を表明してい

ることを私は承知しているが， 統一学校は， フランスでは， それが意味するものを誰も正確には判

らないものである」｛２８｝という批判－－に目を配りながらその言葉の暖昧さを指摘しつつも，
「教育の

権利に対するフランスのすべての子どもの平等」に依拠するものであり，
「フランスのすべての子ど

もが， 財産や信仰の区別なく， 同じ椅子で， 知識の基礎を受け取り， そして何よりも， 同胞愛の習

熟を行う」 という前年度の報告と同じ主旨の定義に立つ．

　

しかしデュコは， さらに進んで共通小学校以後の 「統一」 の理念を， 統一学校の論議の蓄積を踏

まえて， 次の４つの点から説明する．
鯉）

　

第一に，
「教育の前で平等であり，各人は，その業績の呼び求めるところに赴くものであり，金は，

もはや特権でも障害でもありえない」 ということを理念とするものである． すなわち教育機会の経

済的制約からの子どもの解放である．
「教育の平等」は， まずもって， 経済的障壁を構成していた教
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育制度の階級的障壁の撤廃を意味していた．

　

第二に，
「いかなる者も， 学習の途中で， 無謀にも制止されることがあてはならない． なぜならい

かなる者も最初からその能力に一致した方向で指導されていたとは限らないからである」 という理

念， すなわち学校体系の編成原理としての統一学校理念である． 学校体系編成の配慮を子どもの能

力に置いていることが， 統一学校体系の内部組織編成原理を構成している． これを教育体系の編成

の観点からみると，
「袋小路のない学校体系の編成」 という意味での 「統一学校」 の解釈である．

　

第三に，
「あらゆる形態の教育コース間で， 接近が増大され， 過度な専門分化を強調しないこと」

という， 教育系統の分離を批判する理念である． 統一学校は， 可能な限り， 共通の教育の幹を形成

すること， 別言すれば， 教育コースの融合理論の理念を提示している． 伝統的なフランス学校制度

の特質である教育の系統性を確保するための早期分化に対する批判原理として，
「種々の教育系統の

融合」 理論を 「統一学校」 理念と解釈していたのだ， と見ることができる．

　

第四に 「いかなる子どもにとっても， 知育と訓育は， 小学校修了でもって， 終わるものであって

はならない」 という教育機会の拡大と連動した 「統一学校」 解釈の位置づけを示した． これは， 実

質的に義務教育の延長要求を意味する． ただし， この教育延長要求が直ちに， 小学校教育に続く中

等教育までの延長ではなく， 卒後教育による教育機会の延長の形を採る点に注意しておく必要があ

ろう． この点は， 第三の統一学校解釈として提起した 「袋小路のない学校体系」 構築と密接に関連

するものである．

　

かくして， 公教育予算委員会報告書の中で， 報告者デュコは， 教育体系編成における教育段階論

としての解釈を示唆しつつも， 当時の統一学校推進運動から教育改革要求の方向性を学び， 統一小

学校に限定する解釈から抜け出して， 教育体系編成の基本的観点としての統一学校理念の把握へと

進展させたのである．

３

　

無償制度とエリート選抜としての統一学校

　

小学校の統一化が進展した１９２４一１９２５年の施策（例えば， 中等教育機関付設基礎学級の教育課程

を小学校のそれと同一にし， さらにその教員資格である基礎学級教授資格による教員募集の廃止と

それに伴う小学校教員による基礎学級担当の一元化） を踏まえて， デュコは， 統一学校問題の核心

を中等教育へと明確に移行させる．

　

デュコは，中等教育の社会的役割を，社会的指導者の育成にあるとみる点では異論がないものの，

その実態はその選抜の母集団が長期の教育期間に亘る授業料や寄宿料など， 親が経済的負担に堪え

られるのだけを対象にしている教育， すなわり経済的に恵まれた， 余裕のある者を対象にする教育

に他ならない，と認識する．貧困な家庭で優秀な子どもの教育を継続させることを援助する給費は，

しかし 「権利ではなく， 恩恵的な性格を有している」 と断定する． そこで子どもと国の将来を決定

する中等教育の授業料は， 無償であるべきである．これが， デュコの中等教育無償性の論議である．

　

報告者デュコは，統一学校論を中等教育段階での無償制度との関連で論議を展開した１９２７年度報

告において， 急進党の統一学校に関する基本的な考え方を表明した下院議長エリオと文相ラムルー

（Ｌａｍｎｏｕｒｅａｔ１ｘ） の２つの重要な発言を引用した．

　

まず当時の下院議長エリオは，
「エリート選抜は，他の体制以上に民主主義にとって不可欠である」

ので，
「財産のエリート」に代わる「業績のエリート」を創出することが重要であり， そのためには，

「統一学校の意味するものは， フランスのすべての子どもに同じ機会を与えることによって， 勤勉

なエリートを確保する体制」（３０｝である， ととらえた． さらにデュコは， 文相ラムルーが， 教育同盟

のサン．テチエンヌでの大会で行った 「統一学校」 と題する演説において， 文相の解釈した 「統一
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学校」 を構成する２つの公式を紹介した．
文相ラムルーの示した統一学校の公式とは，

「１．すべての子どもは， すべての段階で， 全面的な

教育を受ける権利を有する． ただし， この権利は， 子どもの能力により， 制約される． ２． 国は，

国民の知的・道徳的なあらゆる資源をよりよく活用することを目的として， その能力が指導者とな

るにふさわしい者を民衆からを引き出さなければならない．」
（３１）というものであった．

（３２｝

　

デュコ報告で引用されたこの時期の二人の急進党指導者の統一学校の理念規定は， この引用で明

らかなように，
「能力に応じた全面教育を受ける権利の保障」論と「国民の諸力の最大活用」論であ

り， そのための 「大衆からのエリート選抜」 論である． 急進党指導者は， 社会を構成している人々

に共通する一般利益を中心点に据え， それと各人の個別利益の調和的一致を構想していた． 子ども

の教育上の個別利益が社会・国家の一般的利益に合致することが重要であるという訳である． これ

は， 国民の諸力を引き出すための教育の営みの過程で， 国の指導者を選抜するという大衆選抜論と

しての統一学校の理念規定である． エリートの合理的な選抜としての統一学校という性格規定でも

ある． むろんエリートのみの教育が重要であったわけではなく， 同時に大衆の教育組織化の拡大も

併せて主張されてはいるものの（３２）， この時期以降， 急進党の統一学校の理念規定は， エリート選抜

と不可欠なものととらえられるのであった． そして， エリート選抜論は， エリートの資質である教

養の観点からとらえ直される．

４

　

教養・文化の再生とＬての統一学校

　

１９２８年度報告でデュコは， アメリカのサ ヴェイジ （Ｈ‐Ｐ．Ｓａｖａｇｅ） の 「フランスに期待されてい

る文化の再生」 論をその冒頭で引用し， フランス文化の危機を指摘した． 世界の中でフランスに不

動の地位を担保してきたものは，
「輝かしい文化」 であり， 知的優越性である． ここから，

「文化の

再生」 のための教育改革の視点として， 次の３つの点がまず， 緊急課題であると指摘した． すなわ

ち，
「１． エリートの募集とその養成－－その現在の危機は， 根本的に， 不安なものである． ２． 卒

後教育を発展させ， 組織化することによって，青年と成人の大衆の知的水準を向上させること．３．

外国人にフランスの文化をフランス国内で受けることができるように便宜をはかることで， あるい

は， 自ら外国でそれを広げるように， 世界にわが国の文化を広げることで， フランスの文化を普及

すること．」
（３３にのうち， 特にエリートの危機への対応が強調された． このために， 統一学校が位置

づけられる． このことは教育改革にこれまでとは異る視点， すなわち従前の統一学校理念が教育改

革の制度的側面を中心としてきたものであったのに対して， ここでは， 教育改革を文化・教養とい

う教育目的の観点から提起することになる．

　

ここから， デュコは，
「フランス文化へのアクセスと文化再生」として「統一学校」の理念を位置

づける．
「教育の前での平等とは， 文化の前での平等」に他ならず， したがって教育の平等の制度的

表現であった統一学校は， その教育目的である文化再生を担い， その文化の前での平等として位置

づけられた． このような理念規定は，１９３０度報告までの３年間の報告の基調を成している． そして

この３年間は， フランスでは， 中等教育の無償法制化の過程と一致していることに注目しておこ

う・
（３４）

　

デュコ報告の基調は，
「文化再生」の観点から， それを担う者に文化が開放されるべきであり， そ

のことが「正義」であり， この正義の観念を基礎にして，
「文化の発現と文化の前での平等」という

理念が， 統一学校の理念規定である， ととらえられている点にある． 文化の内面化されたものが教

養であるとするなら， 教養獲得の公正な前提を成すものが， 中等教育の無償制度の導入であり， そ

れを前提として樹立される入学者選抜制度こそ， 公正な基準であるという訳である． ここで明らか
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なことは， フランスの文化の普及を任務する中等教育は， 広くその門戸が開放されるべきであり，

経済的な障壁として存在していた授業料は， これを廃止し， 中等教育を受けるにふさわしい者を慎

重に選抜することが肝要であるという訳である．

急進党にとって，エリオが語り， それをデュコも支持して語ったように，固定的かつ単一種の「エ

リート （ｌａきｌｉｔ 」 の養成をではなく，
「種々のエリート （ｄｅｓｅｌｉｔｅ 」 を養成することが中等教育

の果たすべき課題であるととらえられていた．
｛３５）そうであれば， 小学校に続く中等教育レベルでの

主要な統一搭校化の課題は，
「エリート」の内実を担保する「教養」をとらえ直し， ひとたびとらえ

直された 「教養」 をいかに組織するのかということになる．

　

この点で， エリオとデュコとでは幾分その見解を異にすることを認めなければならない． エリオ

は， 中等教育の内部組織を古典と共に近代・技術を対等に位置づけ， 結果的に中等教育の主要な柱

であった古典教育の位置を相対的に低下させ， 近代・技術教育コースを傍系化させないために， 中

等教育の教養教育の内容をできるだけ共通化し， 国民教育の全体的な底上げを志向していた．
（３６）そ

れに対して， デュコは， 中等教育の不可欠な教育課程上の重心を古典教育に置き， 伝統的な古典教

養を損なう危険性のあるものを統一学校の理念として認めない立場をとるのであった． デュコは，

フランス文化の偉大さを継承するためには， 古典教養を教養概念の中心に据え， 伝統的なラテン語

やギリシャ語の堅持を主張する．
（３７）

　

この点に関連して， 急進党の手で１９２４年末に創設された公教育省内の統一学校委員会の報告書

は，とくに教養概念の再検討を統一学校の内容的課題であると理解していた．統一学校委員会の「第

３段階教育に関する報告」 の報告者ランジュヴァンは， 青年期に共通の教養の必要性を強調してい

た． そこでは， 人びとを分離する傾向のある職業生活に先立ち， 人々を結合する観点として， 不可

欠な教養論の萌芽が見られ， 教育改革の内容面を明確に提起するものであった． この点から考える

と， ランジュバン報告を採択した統一学校委員会の提起による新たな教養概念は， 急進党内部では

必ずしも一様に受容されているわけではなかった， と言えるのかも知れない．

５

　

急進党の初期統一学校理念への回復

　

１９３１年にデュコが公教育予算委員会報告書を起草したは８年目の最後の報告は，フランス第３共

和制にとって記念すべき年の報告となる． それは， デュコにとって， まことに栄誉ある報告となる

ものであった．なぜなら，１９３２年は，フランスの初等義務教育制度が実施されてから５０周年に当た

る年であったからである．
「第３共和制の教育事業」と言われる初等義務教育の場である「世俗学校」

こそ， 大革命期のコンドルセの公教育思想の核心であった． デュコは，１９２５年度報告で言及したよ

うに，いま一度，
「世俗学校と統一学校」思想の生みの親であるコンドルセの公教育構想に言及した．

その表題は，
「世俗学校から統一学校へ」 というものであった．

　

統一学校に関連して，
「教育の不平等は， 専制の主要な源泉の一つ」であり， それを克服するもの

が統一学校に他ならないことを確認した． さらにフランス社会主義運動の産みの親ともいえるジョ

レス（Ｊ．Ｊａｕｒｅｓ）の１８８８年の議会での演説を引用し，
「すべての教育の調整と協力によって， 階梯の

隅から隅まで， すべての社会階級の統一と連続性」 を準備するもの， それが「統一学校の勝利であ

る」と規定した．
（３８にこにフランス共和主義者の教育理想として， 統一学校の理念を再確認するの

である． デュコは， 自らが行った最初の報告書の統一学校の理念に立ち帰った， と言えよう．

　

統一学校の初期理念への回帰は， 急進党による 「中等教育の授業料無償制」 が実現し， 残るは中

等教育の内部編成の問題だけであったと見られていたことと関連して理解されるべきものであるか

も知れない．
（３９）いわば，

「統一学校はすでに作られた」との認識と， それによるフランス近代社会の
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教育理想を代表するフランス革命期のコンドルセの提起した公教育制度がはじめて実現しつつあ

る， ととらえられていたと見られる． デュコがあえてコンドルセ公教育論に立ち帰ったことは， 急

進党の党是として統一学校を堅持し， そのことによって， 急進党がフランス革命期以来の共和主義

者の教育理想を継承することを確認するためであった， と言うことができよう．

結

　　

び

　

本稿では１９２５年度から１９３２年度の下院公教育予算委員会のデュコ報告で素描された急進党の統

一学校論の理念の展開を見てきた． 急進党の統一学校論は， 統一学校実現間近し， との期待感を抱

かせるような教育改革構想， すなわち，１９２５年度デュコ報告ではフランス革命期のコンドルセなみ

の壮大な教育改革構想が素描されていた． 国民全体をその視野にいれた壮大な統一学校計画は， し

かしながら， 現実の対応から， また急進党の党是の枠の中で， その理念の変容を認めることができ

る． しかし， その変容を理念の変質とまでは言うことができない． そのことを確認するために， い

ま一度， この８年間に提起された急進党の統一学校論の理念を時系列的に整理してみよう．

　

１． 統一学校とは， 教育の民主的組織化を意味する‐

　

２． 統一学校とは， 袋小路のない教育体系の段階的編成を意味する．

　

３． 統一学校とは， 基礎教育での共通教育を設定し， フランス同胞愛の形成を志向するものであ

り， 階級的反目を解消し， 階級の和解を目指す．

　

４． 統一滞校とは，
「子どもの能力に応じた教育を受ける権利」を保障するものであり， 能力のあ

る子どもが社会的指導者になれることを保障するものである． そのためには， 能力の判定を組織化

することが重要である． 選抜と進路指導は， そのために組織される．

　

５． 統一学校とは， 子どもの能力選抜によって， 真のエリートの資質を見分けることを目的とす

る． これにより， 国家・社会の発展が担保される．

　

６． 統一学校の核心は， 教育目的・内容における 「教養」 教育を焦点化して， 教育コースを設定

するものである．

　

７． 統一学校は， 教育の全段階における無償制を前提とする．

　

８． 統一学校は， フランス革命の共和主義者の教育理想を表現するものである．

　

以上のように， 急進党の統一学校理念は， それを全体としてみれば， 一貫性に欠けるものではな

いことが理解できるであろう． 先に筆者は 「統一学校理念の変容」 と述べたが， 両大戦間の統一学

校施策の進展過程で， その時の統一学校論の重点内容が変化したことを踏まえて理解する時， 理念

の変容は， 実は重点内容の変化であった， と解釈することができるのである． その意味で急進党の

統一学校論はその理念を 「変質一

　

させたとまでは言えないのである‐ 少なくとも， 以上のような整

理された理念を見て言えることは， 両大戦間の急進党の統一掛校父理念は， 第１次大戦以前の急進党

の統一学校の理念を再現するものであった， ということである． したがって急進党が民主的な教育

要求としての民間団体の統一学校要求を急進党が党略でもって奪取した， という解釈は誤解である

ということができるであろう．

　

両大戦間急進党の統一学校構想の基底に流れていた統一学校の理念は， 変質したのではない． 第

１次大戦前に２度にわたって議会に提出された統一学校の視点からの 「国民教育改革案」 は， 社会

の利益を中点とし， その同心円内に個人が集い合う国家を構成する社会観を提起していた． 社会の

共同の利益と個人の利益は， その同心円内では矛盾するものではなく， したがって，一人一人の「教

育の平等への権利」 を民主主義社会の原則であると位置づけるともに， それは民主主義社会の発展

　　　

‐
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の利益の観点からも正当化されていた． そして， 教育に対する社会の役割は， 教育は社会発展の資

源であり， したがって社会は教育の成果を監督すること， 教育は人的資本に付加価値を加える営み

であることが， 統一学校論の基調にあったのである． もとより， 国民共通の小学校の設定は， 階級

対立を克服する民主主義社会における学校の基本的な役割であり， そのために国民の階級対立を学

童期において解消すること， すなわち同胞意識を形成することが統一学校の役割と位置づけられて

いたのである． そして， 民主主義社会とは， 諸階級が永遠に交わることのない社会であるのではな

く， 能力と業績によって個人の社会的地位が決定される社会であるととらえられていたのである．

　

しかし急進党の統一学校の解釈は，そのすべてにわたって，一様のものであった訳ではなかった．

たとえば教養論を巡るデュコとエリオとは， その解釈を異にしていた． エリートの資質の内容的な

解釈はなお党内では決着済みの問題ではなかった． そのような党内部での不一致を抱えながらも，

急進党は， 先に整理した統一学校の理念に結集するのであった．

　

本稿では， 両大戦間の急進党の統一学校論の理論的展開を分析する基礎作業として， 急進党の統

一学校の理念の検討を中心に分析してきた． 急進党は， その内部にあって， 統一学校解釈の点でけ

して一枚岩であったとは言えないものの，デュコ報告で跡づけられたように，１９２４年から１９３２年の

８年間に統一学校の理念の展開がみられた． その基本構図は， 教育の平等の観点から階級的経済的

障壁を教育に持ち込まないこと， 基礎教育を国民共通に設定して， 基礎教育以降の連携と調整によ

って， 民主主義体制に不可欠なエリートを民主的に選抜し， 文化を共通の核として大衆教育の拡充

とエリート教育との連携により， フランス同胞愛の形成を図り， もって国民の社会階級の対立意識

の解消を目指すものであった． そして， フランス再建のためには， なによりも能力と業績による適

材適所主義を教育制度改革の原理に据えることが肝要であるととらえられていたのである． この点

で， 急進党が統一学校の着想をフランス革命期のコンドルセの公教育構想に置いていたことは明確

であり， この意味で近代市民社会の教育体制の樹立を目指したコンドルセの課題を両大戦間におい

て果たすものが統一懲校であると理解されていたであると言えよう．

　

しかしいま改めてコンドルセの公教育構想の特質であり，またその制度構想の前提にあったのが，
「教育の自由」 の主張にあったことを忘れてはならないであろう． 両大戦間の統一学校論争の重要

な柱の一つは，
「教育の自由」の観点から統一学校の是非を問うものであった． この点で， 急進党が

統一学校論の中で「教育の自由」をいかに位置づけていたのか， さらには，
「教育の平等」と「教育

の自由」 の関連をどのようにとらえていたのか， 急進党がその遺産を相続しようとするコンドルセ

の 「教育の平等論」 と 「教育の自由論」 を， 第１次大戦後の時点で， これをいかに評価していたの

か， この観点からの急進党統一学校論の分析は， 次の筆者の課題としたい．

フ王

（１） 同時代のフランス公教育省中等教育局長であったヴィアールによれば，
「統一学校」を求めるヨーロッパ諸国の動

　

向は， ドイツやフランスに限らないものであった， という． 例えば， オーストリア， イタリア， スイスでも華々し

　

く展開された， といわれる （Ｖｉａｌ，Ｆり Ｖ“ｇｓｓ”γ 諺ｃｏＺＢ”物郷ｅ．Ｄｅｌａｇｒａｖｅ．１９３５．ｐ．７）‐

（２） 統一学校批判の論点に関しては， 拙稿「統一学校是非論一一戦間期フランスの場合」（真野宮雄・桑原敏明編著『教

　

育権と教育制度』 第一法規，１９８９．ｐｐ．２４２一２４８所収） 参照．
（３） コンパニョン協会の『新教育制度論』（Ｌ’び幼彩鴛立βＮｏ粥効β．Ｔ‐１，２）に対する諸批判は，Ｔａｌｂｏｔｔ，Ｊ．，Ｔぬ８月〆ズＺｉｃｓ

　

ｑ

　

ｆ ｄ”ＧのめれαＺだ狗 翻 す”Ｆｍれ”，ヱ９ヱ４‐ヱ９４０．ＰｒｉｎｃｅｔｏｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ．１９６８．の第２章で詳細に分析されてい

　

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

（４） Ｖｉａｌ，Ｆ．，ｏの．“んＰ．８‐

４４
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（５） 両大戦間のフランス統一学校論に関する先行研究には，
『世界教育史大系』シリーズの「中等教育史」， および「義

務教育史」，
「フランス教育史」の他， 次の諸論文がある． 太田和敬「学校制度の統一化と多様化をめぐる諸問題一

÷統一学校の諸理論 （上・下）」（『東京大学教育学部紀要』第１５巻，１９７６年， 及び第１６巻，１９７７年所収）， 同「フ

　

ランスの統一学校運動の展開」（『東京大学教育行政研究室』第２号，１９８１年所収）， またこの時期の進路指導問題を

取り上げた研究として， 夏目達也「フランス統一学校論における進路指導期の形成過程」（『名古屋大学教育学部紀

要

　

教育科学』第３１巻，１９８４年所収）， 現代フランス教育改革の出発点と位置づけた研究として， 桑原敏明「国民

教育論の展開（二）

　

コンパニョンから五月革命まで」（長尾十三二編著『国民教育の歴史と論理』第一法規，１９７９

年所収） などがある．
（６） 筆者の両大戦間フランス統一学校論に関するこれまでの研究は， 次の通りである． １． 両大戦間の統一学校論研

究の方法論に関して，拙稿「大戦間フランスにおける統一学校論研究序説一「統一学校の理念の検討を中心に（１）（『筑

　

波大学教育学研究収録』第３集，１９７８年所収），２‐ 急進党の統一学校論とは位相を異にする労働運動の提起した労

働者の教育管理構想， あるいは国民教育管理構想を分析したものとして， 同「両大戦間における統一学校運動に関

　

する一考察－－「教育の国民化」構想の検討」（『倉敷市立短期大学紀要』第１１号，１９８５年所収）， ３‐ 統一学校論

　

を総合制学校体系論として提起したラピーの所説を分析したものとして， 同「大戦間フランス統一学校論研究－－

　

Ｐ． ラピーの学制改革構想の分析」（北海道教育大学函館人文学会『人文論究』第４８号，１９８８年所収）， ４‐ 統一学

　

校論争を「教育の平等」 と「教育の自由」の観点から整理したものとして， 同「統一学校是非論一一戦間期フラン

　

スの場合」（真野宮雄・桑原敏明編著『教育権と教育制度』 第一法規，１９８８年所収）， ５． 統一学校反対の急先鋒に

　

たつカトリック勢力の内部から統一学校を受容するキリスト教民主主義者の論理を分析したものとして， 同「戦間

　

期フランスキリスト教民主主義者の統一学校受容の論理一一Ｍ．Ｌａｃｒｉｏｘの「教育の民主的改革」の分析（その１・

　

その２）」（『北海道教育大学紀要

　

教育科学編』第４１巻第１号，１９９０年及び第４１巻第２号，１９９１年所収）， ６‐ 急

　

進党の設置した公教育省統一学校委員会の報告書－を教育体系編成原理の観．点から分析したものとして， 同「両大戦

　

間統一学校論研究－－公教育省統一学校委員会報告書の特質と意義」（『フランス教育学会紀要』第３号，１９９１年所

収） がある．
（７） 佐藤英一朗「フランス帝国主義時代の教育諸問題」（『近代教育史』）および太田和敬「フランス統一学校運動の展

開」．）

（８） 統一学校の論争点に関して， 筆者なりに整理したものとして， 拙稿「統一学校是非論－－戦間期フランスの場合」

　

（前出） を参照されたい‐
（９） 「現代学校制度改革の出発点」としての統一学校論を位置づけ， その角度から分析したものとして， プロストの

　

研究， Ｐｒｏｓｔ，Ａ．，ＬＥ”ｓｇ馨れｅ伽ｇｍｇ“Ｆｍ“ｃｇ，Ｚ８００－ 妙６２ＰＵＦ．１９６８． がある‐ ただし， プロストの研究は，
「教

　

育体系」の改造運動の諸潮流として分析したものであって， 教育体系論以外の論点， 例えば，
「教育の自由， 無償制

　

度， 教育行政問題」 などの論点を統一学校問題と切り離している‘点で， 限界を有する． 統一学校論とは， 国民教育

　

の全領域の改造を問う国民教育論であったのである， と筆者は考えている‐
（１０） タルボットの研究書に一貫してながれている急進党統一学校論に対する評価は， 急進主義を放棄したブルジョワ

　

政党のブルジョワ統一学校論と見なしている．点で， 特徴的である．
（１１） Ｔｈｉｂａｕｄｅｔ，Ａ．，に Ｒ多”弱す卿ｇｄ鉛 か塚ａｓｓｇ”７ｓｌ９２７（ＳｔａｌｋｉｎｅＲｅｐｒｉｎｔ．１９７９）ｐ‐１８１．

（１２） 拙稿「戦間期急進党の統一学校政策構想の前史－－１９１３年の国民教育法案を中心に」（教育制度研究会編『教育制

　

度研究』 第２２号，ｐｐｌ－４３，１９８９年所収）

（１３） ただし， デュコ報告のみが急進党の統一学校論の理論展開を物語るとまでは言えないであろう． 急進党のエリオ

　

（Ｅ．Ｈｅｒｒｉｏｔ） やビュインソン （Ｆ‐Ｂｕｉｓｓｏｎ）， アルベール （Ｆ．Ａ１ｂｅｎ） といった著名な人物の語る‐学校理念ももと

　

より無視できないものではあるが， 体系的文書という点で， 彼らの著した書物や論文では十分ではない． そしてこ

　

こであらかじめ注意しておきたいのは， 急進党の指導者たちの統一学校解釈が必ずしも一様ではない点である． 急

　

進党は個人政党であり， 個人活動を基礎とした政党の個性を考慮しておくことで， 多様に存在しうる統一学校に関

　

する発言の整合性の点で分析史料として十分さに欠ける． したがって， 政党の公式文書－－たとえば党の全国大会

　

の議事録・決議－－があれば， デュコ報告に替わるものとして活用できるものの， 筆者は， そのような史料を入手

　

していない‐

（１４） ０如粥卿ｅｄｇｓＤ多均衡．Ｄｏ鋭粥８“鳶ＰＱγ彰ｍｅ如か凝‐１９３０．ｐ．１８２６．以下， 各年度の公教育予算委員会報告書からの引

　

用は， Ｃ豆‐Ｄ．１９００と略記し， 引用ページをその後に記す．
（１め

　

ｃ″・Ｄ．１９２６・Ｐ．１５０２・

鰯） Ｐｒｏｓｔ，Ａ．，ｏｐ．ｃｉち．ｐ．４１３．それにもかかわらず， このフランスの教育史研究の第一人者の研究書には， デュコ報告

　

自体の分析は行われていない． アメリカの統一学校運動と政策の政治力学的分析にその努力を傾けたタルボットの

　

著書でも， デュコ報告は分析の素材とされていない． わが国の先行研究では， この点で， 見るべきものは皆無です
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大

　

坂

　　　

治

　

らある． 従前の内外の研究者による両大戦間フランス統一学校論研究では， タルボットの著書を除けば， 急進党の

統一学校論は体系的に分析はれてこなかったのである．
（１７） ベラール改革と統一学校論の関連に関して， 拙稿「戦間フランス統一学校論研究－－Ｐ． ラピーの学制改革構想

の分析」（前出） を参照．
（賜

　

急進党の設置した統一学校委員会の報告書に関しては， 拙稿「両大戦間統一学校論研究－－公教育省統一学校委

員会報告書の特質と意義」（前出） において詳細に分析している．
（１９リ

　

ビュイヨの統一学校批判の論理に関しては， 拙稿「統一学校是非論－－戦間期フランスの場合」（前出）ｐｐ．２４３一

２４５参照‐
側） Ｃ鷲．Ｄ．１９２４．ｐ．１７６４．

「統一学校の父，コンドルセ」という位置づけは，急進党に限らず，共和派の教育理想であると

する理解が両大戦間のフランス統一学校理解の一般性を持つものであった．その典型をヴィアールに見ることがで

　

きるＷｉａｌ，Ｆ，．ｏＰ．ｍ．，ｐ．１７－）． この点は，１９２０年の公教育予算委員会報告者エリオも， その報告書の冒頭で， コン

　

ドルセ公教育構想を想起して，第１次大戦後のフランス再建を教育の民主的改革に求める論議を展開している（Ｃ躍．
Ｄ．１９２０．ｐ．７４８．）． コンドルセは， この意味で， 急進党にとって共和主義教育思想の先駆者と見られていた， と言え

よう‐
回

　

Ｃ笈．Ｄ‐ヱ９２４．ｐ．１７６６．

姥力

　

め云ｄ．
　

　

　　　　　

　　

　

　　　　　
鰯

　

第１次大戦前の急進党統一泌校論の依拠するものが， ミシュレ（Ｍｉｃｈｅｌｅｔ）の社会階級を超越した「共通学校」

思想にあり， さらに急進党は第３共和制のフェリの初等教育制度を「未完の事業」ととらえて， それを完成させる

　

ために， 第１次大戦前の党結成直後に， 統一学校の観点から国民教育改革法案を作成していた． これについて， 拙

稿「戦間期急進党統一学校政策構想策定の前史」（前出） を参照されたい．
偶の

　

Ｃ″．Ｄ．１９２４‐Ｐ．１７６６．

　　

　

　　

回

　

Ｃ亘．Ｄ．１９２５‐ｐ．１７９９．

◎

　

する溺・
侶の

　

ｃＺＺ．Ｄ．１９２６．Ｐ．１５０７，

燈１） めすば．

鰯） 大衆の教育に関しては， デュコ自身も，１９２２年に「卒後教育組織法案」を作成していた‐ 急進党文相ダランデェ

　

（Ａ．Ｄａｌａｎｄｉｅｒ）が， 卒後教育の義務化法案並びに就学義務法案， 学校評議会法案の３法案を作成しており， デュコ

　

は， この年の報告書でその概要をそれぞれ詳細に解説している．
㈱

　

ＣＨ．Ｄ・１９２８‐Ｐ・２・

例

　

フランス中等教育無償化法制は，１９２６年の文相エリオによる「公財政の削減」計画の一環として， 小規模公立中

等教育機関 （コレージュ） に高等小学校などを併置させる施策の実施に端を発する． 同年文相は， 中等教育の近代

　

コースと高等小学校の教育課程が類似していることを踏まえて， コレージュ内に高等小学教育を併置し， 共通教養

教育に関しては，２つの教育コースの生徒に共通授業を設定することを，同年の１０月１日の政令で決定した．この

適用対象となるコレージュは， フランス全土のコレージュではなく， 生徒数の少ないコレージュ数校に限られてい

たものの， ここで新たな問題が生じた． それは， 授業料を徴収するコレージュの生徒と最初から無償の高等小学教

育の生徒に共通の授業を受けさせたからである． そこで， この年のデュコ報告では， 中等教育授業料無償化を含む

　

「公教育予算委員会の財政法案」が作成され，１９２７年の財政法により高等小学教育の学年に対応する近代コースの

学年に在籍する生徒の授業料が無償となる． これ以後， 中等教育の授業料は， 学年進行で廃止されることになる．
急進党の統一学校理念の具体化の典型的な事例である‐ この中等教育無償化法制の過程については， 別の機会に改

めて分析することとする．
鯛

　

ここで問題とされたのは， 文化的教養論を中心としつつも， 社会・経済界のエリートの養成， 社会のあらゆる活

動領域での指導者の必要から「種々のエリート」の必要論が急進党の指導者層から強く自覚されていたことである．
特に， エリオは， 経済的な活動領域での産業エリートの必要を主張していた． 急進党統一学校論に警戒心を抱いて

　

いた労働者階級， たとえば， 労働総同盟（Ｃ． Ｇ． Ｔ．）は， 労働者にも自己の指導者層が必要であるという意味で，
労働者教育とエリート教育を同時に視野にいれた教育改革案が「第２段・第３段教育連合」の指導者ゾレットティ

　

（Ｌ‐Ｚｏｒｅｔｔｉ）や， 中等教員組合の理論的指導者の一人であるヴオワバン（Ｈ．Ｂｏｉｖｉｎ）の手で起草され、 同盟内部・

　

組合内部でそれぞれ検討されていた．
（３６） エリオの中等教育の改造論は， すでにその萌芽が第１次大戦直後の著書『創造する』（１９１９年）に現れていた． そ

４６
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の本格的な論議は， 注（３４）の合併校舎制度の導入の際に， 明確に明らかにされた‐
鎧リ

　

エリオとデュコとの対立点は，注（３４）の施策の意義付けでも異なる見解を示したことにも見られるが，古典教養を

　

含む中等教育の教養論を堅持する立場からのデュコ自身の見解は， すでに， 中等教育２段階編成論を提起し， エリ

　

オ施策を根拠づけた公教育省統一学校委員会報告書に対する批判の論点において展開されている‐
倦め

　

Ｃ″・Ｄ．１９３１．Ｐ・９５８．

御

　

中等教育の内部編成に関しては， 後の人民戦線内閣の若き文相ゼイが「第１段・第２段教育組織改革法案」 とし

　

て提案することになる‐ ただし， ゼイ改革案は， 急進党の在来の統一学校論を継承させるというよりも， むしろ統

　

一学校運動， とくに労働総同盟傘下の教育総連， 注鯛のゾレッティやボワヴァンの構想から深く学んでいた， と見

　

られる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（本学助教授・函館分校）

（付記‐ 本研究は， 平成元年度および平成３年度文部省科学研究費一般Ｃの研究助成による研究成果の一部である‐）
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